
運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

佐賀県原子力防災屋内退避施設維持
管理費補助金交付要綱

原子力防災屋内退避施設管理費補助 56,935
危機管理
防災課

緊急時に即時避難が困難な住民等の
ために整備した屋内退避施設の管理
費を補助する。

佐賀県原子力災害対策施設整備費補
助金交付要綱及び佐賀県原子力災害
対策事業費補助金交付要綱により整
備した施設の設備等の維持管理に必
要な経費

市町等 10/10 ○

佐賀県原子力災害対策事業費補助金
交付要綱

原子力災害対策事業費補助 42,300
危機管理
防災課

原子力災害時に即時避難が困難な住
民等を安全に避難させるため、公共施
設に放射線防護機能を付加し、一時的
な屋内退避施設を確保する。

佐賀県原子力災害対策事業費補助金
交付要綱第４条に規定する屋内退避の
実施に必要となる資機材の整備及び物
資の備蓄に係る経費

市町等 10/10 ○

佐賀県地域防災力向上促進事業費補
助金交付要綱

地域防災力強化事業費 1,785
危機管理
防災課

市町等が主体的に取り組まれている自
主防災組織の結成促進や充実強化に
資する、地域防災力向上のための活動
費用等を支援する。

危険個所の把握や防災マップ作成、
DIG・HAG、クロスロードなどの実施に
係る経費や地区防災連絡会の開催経
費等、自主防災組織の地域防災力強
化に寄与する取組に必要な経費

市町等 1/2 250千円／１市町等 ○

佐賀県消防団員確保対策事業補助金
交付要綱

消防団員確保対策事業費 5,410
危機管理
防災課

市町が実施する消防団員確保対策事
業に対し補助を行い、消防団員の確保
と地域防災力の強化を図る。

消防団員確保対策に必要な経費 市町 1/2 500千円／１市町 ○

さが未来アシスト事業費補助金交付要
綱

さが未来アシスト事業費補助 39,363 さが創生推進課

地域に存在する自然、人等の地域資源
を活かした自発の地域づくりに関する
取組に支援を行い、活力で満たされた
素晴らしい佐賀県を将来につなげる。

「自発の地域づくり」の取組に要するソ
フト経費及び、ソフト事業の遂行上必要
な限度で、施設整備費・備品購入等の
ハード経費

市町等 1/2以内等 2,000千円等 ○

未来につなぐさが移住支援費補助金交
付要綱

未来へつなぐさが移住支援事業費補助
（2023費）

42,450 さが創生推進課
子育て世帯や重点分野の担い手の佐
賀県への流入を促進し、地域における
担い手不足や地域課題の解消を図る。

佐賀県外に居住する者で18歳未満の
世帯員を帯同して佐賀県へ移住し、要
件を満たした者、及び佐賀県外に居住
する59歳以下の者で、佐賀県へ移住
し、重点分野の担い手要件を満たした
者の転居に伴う経費。

市町  3/4
単身：45万円
世帯：75万円

○

佐賀県地方創生移住支援事業補助金
交付要綱

移住支援事業費補助（新地創交付金） 52,326 さが創生推進課

人口移動による社会減を減らし、将来
にわたって地域の活力を維持していく
ために、東京圏からのUJIターンによる
移住を促進し、地方の担い手不足の解
消を図る。

東京23区に居住若しくは通勤する者で
佐賀県へ移住し、県が運営する就職情
報サイトに掲載された求人企業に就職
した者又は起業した者等の転居に伴う
経費。

市町  3/4

単身：45万円
世帯：75万円
（18歳未満世帯員加算：1
人当たり75万）

○

佐賀県駅を活用した地域活性化サポー
ト事業費補助金交付要綱

駅を活用した地域活性化サポート事業費 4,000 さが創生推進課

市町及び地域づくり団体による無人駅
の駅舎を活用した自発の地域づくりの
取組及び安心・安全な駅づくりを支援
することで、駅及び駅周辺の活性化を
図る。

・駅業務を行う人員（駅務員、巡回員、
観光案内員）に係る人件費
・駅舎の使用にかかる使用料・賃借料
・駅舎を活用したイベントの開催に要す
る委託料、消耗品費等
・初期経費（備品・設備費、広報費等）
等

市町等  1/2 2,000千円 ○

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費
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運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

佐賀県地域とともに取り組むくらしの移
動手段確保推進事業費補助金交付要
綱

地域とともに取り組むくらしの移動手段確
保推進事業費

8,288
交通政策課地域
交通システム室

地域における移動制約者等の移動手
段について、地域がその地域にあった
地域交通を作り上げていくにあたり、地
域ごとのニーズに応じた支援を行うこと
で、真に必要とされている地域交通の
確保・改善を図る。

以下の①又は②の事業における初期
費用への補助
①AI運行システム等の新たな技術を導
入する事業
②地域自らデザインする移動手段確保
の取組推進事業
＜対象経費の例＞
・AI運行システム等の導入経費
・試験運行に必要な経費（車両リース費
等）
・利用者アンケート・分析等に係る経費
・乗降場所の環境整備に係る経費
・時刻表等の情報発信に必要な広報費
・車体の表示等に必要な経費
・安全運転講習の受講費用

市町等

①市町
1／２

②市町
１／２
CSO等
２／３

①2,500千円
②1,644千円

○

在来線利用促進事業費補助金交付要
綱

在来線活用推進費 3,250 交通政策課
唐津線・筑肥線・長崎本線・松浦鉄道
の利用促進を図る。

①鉄道を活用した観光誘客に要する経
費
②地域住民等の鉄道利用の促進に要
する経費

唐津線・筑肥
線・長崎本線・
松浦鉄道の沿
線自治体及び
地域団体等

①自治体
1/2
その他
2/3
②自治体
1/2

①25万円
②150万円

○

長崎本線沿線地域振興事業費補助金
交付要綱

長崎本線沿線地域振興事業費 2,000 交通政策課 長崎本線沿線地域の振興を図る。

①鉄道駅を起点とした移動手段の導入
及び拡充に要する経費
②鉄道駅及びその周辺を地域で活用
するための施設設備の整備に要する
経費等

長崎本線沿線
地域の自治体
及び地域団体

自治体1/2
その他2/3

①50万円
②100万円

○

佐賀県特定離島航路補助金交付要綱 離島航路運営費補助 139,076
交通政策課

地域交通システ
ム室

本土と離島を結ぶ唯一の公共交通機
関を確保する。

経常費用と経常収益との差額（国庫補
助額を除く）

唐津市 事業者 3/4以内 ○

佐賀県離島航路補助金交付要綱 離島航路運営費補助 75,089
交通政策課

地域交通システ
ム室

本土と離島を結ぶ唯一の公共交通機
関を確保する。

経常費用と経常収益との差額 唐津市 事業者 3/4以内 ○
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運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

さがすたいる推進支援事業費補助金交
付要綱

想いつながるさがすたいる事業費（2023推
進費）（新地創）

5,000 県民協働課

年齢、性別、国籍、障がいの有無など
に関わらず、みんながしぜんに支え合
い心地よく過ごせる、佐賀らしいやさし
さのカタチ「さがすたいる」を広めるため
に補助事業者が実施する取組に対して
支援を行うことにより、人にやさしい地
域の創出を図ることを目的とする。

補助事業者が県内で実施する「さがす
たいる」を広めるための以下の事業に
要する経費（報償費、旅費、需用費、役
務費、委託料、使用料及び賃借料等。）
①県民を対象に、「さがすたいる」を広
めることを目的に実施するもの
②店舗等を対象に、人にやさしい施設
やサポートを促すことを目的に実施す
るもの
③みんながしぜんにまざり合い交流で
きる機会づくりを目的として実施するも
の
④補助対象者の職員を対象に、「さが
すたいる」の理解を広めることを目的と
して実施するもの

佐賀県内の市
町、CSO,民間
事業者

1/2以内 1,000千円 ○

佐賀県学校・家庭・地域連携協力推進
事業費補助金交付要綱

学校・家庭・地域連携協力推進事業費
学校経営改善充実事業費

32,586 まなび課

①地域と学校の連携・協働体制の構築
等
地域学校協働活動やコミュニティ・ス
クールの運営方法等を検討する推進・
運営委員会の設置、研修・視察等を実
施し、地域学校協働活動とコミュニティ・
スクールの推進を図る。

②地域学校協働活動の実施等
地域学校協働活動を通して、地域の
人々の学習の成果を活かす機会の拡
大や子供たちの多様な学習機会の充
実に寄与するとともに、学校と地域の連
携協力を強化し、地域社会全体で子供
たちを育む環境づくりを推進する。

①推進・運営委員会、研修、先進新地
視察実施の経費
（報償費、旅費、需用費、食糧費、役務
費、委託料、使用料及び賃借料）

②活動実施に係る経費
（報償費、旅費、需用費、食糧費、役務
費、委託料、使用料及び賃借料、備品
購入費）

市町  2/3 ○

佐賀県地方改善事業費（隣保館運営
費等）補助金交付要綱

隣保館運営費補助 30,444
人権・同和

対策課

地域住民の社会的、経済的、文化的改
善向上を図り、生活上の課題や様々な
人権問題の速やかな解決に資する。

隣保館の運営のために必要な従事職
員の報酬、給料、職員手当及び共済費
並びに賃金、報償費、旅費、需用費、
役務費（保険料を除く。）、使用料及び
賃借料、原材料費、備品購入費

市町 3/4 ○

佐賀県消費者行政強化事業及び推進
事業費補助金交付要綱

消費者行政推進事業費 4,913
くらしの

安全安心課
国が取り組む重要な消費者施策の推
進に積極的に取り組む市町の支援

①国として取り組むべき重要な消費者
政策の推進のための事業に必要な経
費
②消費生活相談窓口の機能強化等を
図るための事業に必要な経費

市町
①1/2又は
1/3
②定額

○

佐賀県消費・安全対策交付金交付等
要綱

食育・食品ロス削減推進事業費補助 1,922
くらしの

安全安心課
次期食育推進基本計画の目標を達成
するために推進する食育活動の支援

講師謝金・旅費、賃金、会場借料、機
器借料、資料印刷費、啓発資材作成・
レンタル費、普及宣伝費、役務費、保険
料、通信運搬費、消耗品費、食材費
（調理体験の教材、展示及び試食用）

市町 　 1/2以内 ○
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運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

SAGAゼロカーボン加速化事業（個人
向け・市町）補助金交付要綱（仮称）

SAGAゼロカーボン加速化事業費 114,800
脱炭素社会推進

課

家庭用の自家消費型太陽光発電設備
及び蓄電池の導入を支援することによ
り、域内の脱炭素社会の推進を図る。

自家消費型太陽光発電設備及び蓄電
池の導入に要する経費

市町 個人 10/10 〇

佐賀県不法投棄防止対策等支援事業
費補助金交付要綱

産業廃棄物適正処理促進事業費 10,000
循環型社会推進
課

県内における不法投棄及び不適正処
理の防止を図るため、市町と、地元自
治会・町内会、ボランティア団体、事業
者などが協議会等を組織し、連携・協
力して行う不法投棄防止対策事業に補
助する。

・不法投棄物撤去事業に要する経費
廃棄物の分別費、運搬費、処理費等
・不法投棄監視事業に要する経費
監視ｶﾒﾗの設置、ﾊﾟﾄﾛｰﾙの委託等
・地域住民等活動支援事業に要する経
費
交通費、需用費等
・啓発事業に要する経費
ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼの作成費、看板の設置費
等
・その他協議会等に要する経費

市町 協議会等 全額
１協議会等当たり1,250千
円

○

佐賀県不法投棄防止対策等支援事業
費補助金交付要綱

産業廃棄物適正処理促進事業費 10,000
循環型社会推進
課

県内における不法投棄及び不適正処
理の防止を図るため、市町と、地元自
治会・町内会、ボランティア団体、事業
者などが協議会等を組織し、連携・協
力して行う不法投棄防止対策事業に補
助する。

・不法投棄物撤去事業に要する経費
廃棄物の分別費、運搬費、処理費等
・不法投棄監視事業に要する経費
監視ｶﾒﾗの設置、ﾊﾟﾄﾛｰﾙの委託等
・地域住民等活動支援事業に要する経
費
交通費、需用費等
・啓発事業に要する経費
ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼの作成費、看板の設置費
等
・その他協議会等に要する経費

市町 協議会等 全額
１協議会等当たり1,250千
円

○

佐賀県民生委員・児童委員活動費等
交付金取扱要綱

民生委員活動費及び民生委員協議会費 161,779 社会福祉課
民生委員・児童委員活動の推進及び民
生委員協議会の円滑適正な運営を図
る。

①民生委員・児童委員活動費
②民生委員会長活動費
③地区民生委員協議会運営費
④地区民生委員協議会活動推進費

市町
民生委員協議会
（一部）

積算による
額

○

佐賀県遺家族等援護事務市町交付金
交付要綱

戦没者遺族援護等事務費 4,000 社会福祉課
市町が行う遺家族等援護事務に係る
負担を財政面から助成するため。

遺家族等援護事務に関する事務のうち
市町が行う事務に係る経費

市町 10/10 知事が必要と認めた額 ○

佐賀県重層的支援体制整備事業交付
金交付要綱

重層的支援体制整備事業費 29,750 社会福祉課
市町において、重層的支援体制整備事
業が適正かつ円滑に行われるよう支援
する。

多機関協働事業、アウトリーチ等を通じ
た継続的支援事業、参加支援事業に
係る事業費

市町  1/4 〇

佐賀県生活困窮者支援等のための地
域づくり事業費補助金交付要綱（仮称）

佐賀県生活困窮者支援等のための地域づ
くり事業費

1,200 社会福祉課
市町において、生活困窮者支援等のた
めの地域づくり事業が適正かつ円滑に
行われるよう支援する。

地域の実情や課題に応じた民生委員
の担い手確保対策に係る事業費

市町  1/4 ○

佐賀県介護保険低所得利用者助成事
業費補助金交付要綱

低所得利用者助成事業費 26,252 長寿社会課
低所得者の介護保険サービスにかか
る利用者負担を軽減する。

低所得者に対する介護保険サービス
利用者負担軽減制度事業に要する経
費

市町
介護サービス事業
者

 3/4 知事が必要と認めた額 ○

佐賀県老人クラブ活動等事業費補助
金交付要綱

老人クラブ活動費補助 20,665 長寿社会課

①市町の老人クラブが実施する健康づ
くり事業等の活動費に助成することによ
り、高齢者の福祉の増進を図る。
②老人クラブが、市町へ報告する書等
の作成にかかる悩み解決のため、書類
作成の代行や助言指導を行うための経
費を補助する。

①市町が老人クラブ及び市町老人クラ
ブ連合会に対して行う活動費補助に要
する経費
②市町が老人クラブに対して書類作成
の代行や助言指導を行うための委託
費、報償費、旅費等に要する経費

市町

①老人クラブ及び
市町老人クラブ連
合会
②市町

①2/3
②10/10

知事が定めた認めた額 ○
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運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

佐賀県市民後見推進事業補助金交付
要綱

成年後見人等人材養成事業費（基金） 4,500 長寿社会課

認知症高齢者や一人暮らし高齢者等
の福祉を増進する観点から、市町にお
いて成年後見制度による専門職以外
の市民を含めた後見人を確保できる体
制を整備・強化し、地域における市民
後見人の活動の推進が図られるよう支
援する。

①市民後見人養成のための研修の実
施
②市民後見人の活動を安定的に実施
するための組織体制の構築
③市民後見人の適正な活動のための
支援
④その他、市民後見人の活動の推進
に関する事業

市町 10/10 1,500千円 〇

佐賀県重度心身障害者医療助成費補
助金交付要綱

重度心身障害者医療助成費補助 712,876 障害福祉課
重度心身障害者の医療費等の自己負
担額を助成することにより、これらの者
の生活の安定と福祉の増進を図る。

重度心身障害者の医療費で市町が助
成する額

市町 個人 1/2 ○

佐賀県重度障害者地域生活重点支援
事業（介護者レスパイト支援事業）費補
助金交付要綱

重度障害者地域生活重点支援事業費補助 6,979 障害福祉課

医療的ケアが必要な障害児(者)を受け
入れた日中一時支援事業所及び短期
入所事業所 （医療機関で実施するもの
を除く） 並びに 重度障害者グループ
ホームに対し、受け入れに応じ運営経
費の助成を行う。

日中一時支援事業所及び短期入所事
業所（医療機関で実施するものを除
く）、重度障害者グループホームにおい
て、医療的ケアが必要な障害者を受け
入れ、医療機関等と連携して、職員体
制を整備のうえ、医療的ケアを提供し
た場合に運営費の助成（加算）を行う。

市町
障害福祉サービス
提供事業者

1/2 ○

佐賀県地域生活支援事業費等補助金
交付要綱

市町地域生活支援事業費補助 82,330 障害福祉課
市町が行う地域生活支援事業を補助
する。

地域生活支援事業の実施に要する経
費

市町 1/4 ○

佐賀県地域自殺対策強化事業補助金
交付要綱

地域自殺対策強化事業費 6,039 障害福祉課
地域における自殺対策の強化を図るた
め、自殺予防活動を行う市町に補助す
る。

自殺対策事業に必要な経費 市町 10/10 ○

佐賀県難聴児補聴器購入費助成事業
補助金交付要綱

軽度・中度難聴児補聴器購入費補助 2,096 障害福祉課

身体障害者手帳の対象とならない軽
度・中度難聴児（片耳30ｄB以上）に対
して、言語の習得、教育等における健
全な発達を支援するため、補聴器の購
入・更新・修理費用（FM補聴器も含む）
や人工内耳体外機の更新費用の一部
を助成し、もって軽度・中度難聴児の福
祉の増進を図る。

補聴器の購入・更新・修理費用（FM補
聴器も含む）や人工内耳体外機の更新
費用

市町

個人
18歳以下の軽度・
中度難聴児（片耳
30ｄB以上）

1/3 ○

佐賀県地域障害児支援体制強化事業
費等補助金交付要綱

市町地域障害児支援体制強化事業費補助 5,547 障害福祉課
市町が行う地域障害児支援体制強化
事業を補助する。

地域障害児支援体制強化事業の実施
に要する経費

市町 1/4 〇

佐賀県へき地医療施設運営費補助金
交付要綱

へき地医療施設運営費補助 83,120 医務課
へき地診療所及びへき地医療拠点病
院の適正な運営を図り、もって地域住
民の医療を確保する。

へき地診療所及びへき地医療拠点病
院の運営に必要な経費

市町

へき地診療
所
2/3
へき地医療
拠点病院
定額

へき地診療所：基準額と、
第３欄の対象経費の実支
出額とを施設ごとに比較
して少ない方の額の合計
額から診療収入額を控除
した額と総事業費から診
療収入額及び寄付金その
他の収入額を控除した額
とを比較して少ない方

○
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運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

佐賀県健康増進事業費補助金交付要
綱

健康増進事業費補助 26,900 健康福祉政策課

壮年期からの健康づくりと、脳卒中、心
臓疾患等の生活習慣病の予防、早期
発見、早期治療を図り、住民の健康増
進に資することを目的とする。

健康増進法に基づき、市町が実施する
健康増進事業に係る経費

【健康増進事業費内訳】
①健康教育費
②健康相談費
③健康診査費
　（肝炎ウイルス検診費含む）
④肝炎ウイルス検診自己負担相当額
⑤訪問指導費

市町

④以外：
2/3
④のみ：
10/10

○

佐賀県風しん予防接種事業費補助金
交付要綱

風しん予防接種事業費補助 5,601 健康福祉政策課

妊娠を希望する者や妊婦の同居者の
風しん予防接種を促進することで、妊
婦の風しん感染リスクを下げ、先天性
風しん症候群の発生を予防し安心して
妊娠・出産できる環境の整備することを
目的とする。

県内に住所を有する女性のうち、抗体
価の低い妊娠を希望する者等の風しん
の予防接種に係る経費

市町 1/2 ○

佐賀県予防接種再接種助成事業費補
助金交付要綱

予防接種再接種事業費補助 893 健康福祉政策課

造血細胞移植後の予防接種の再接種
を実施する場合の費用を助成すること
により、被接種者（保護者）の経済的負
担の軽減及び感染症の発生及びまん
延防止を図ることを目的とする。

定期予防接種で得た免疫が造血細胞
移植によって減衰又は消失した子ども
の予防接種再接種に係る経費

市町 10/10 ○

佐賀県骨髄等移植支援事業費補助金
交付要綱

骨髄等移植支援事業費（特定政策推進費） 1,400 健康福祉政策課

骨髄又は末梢血幹細胞の提供に係る
経済的・心理的負担の軽減を図り、骨
髄等移植の円滑な実現に資することを
目的とする。

県内に住所があるドナーが骨髄等の提
供に要した日に対して行う助成に要し
た費用

市町 1/2 70千円/件 〇

佐賀県アピアランスケア支援事業費補
助金交付要綱

アピアランスケア支援事業費（特定政策推
進費）

4,907 健康福祉政策課

がんになっても安心して暮らせる社会
の構築に向け、がん治療と就労、社会
参加等との両立及び補正具等の購入
に伴う経済的負担の軽減を図ることを
目的とする。

がん治療に伴う、外見の変化に対する
医療用補正具等の購入にかかる費用

市町 1/2 10千円/件 〇

佐賀県特別支援学校放課後児童健全
育成事業費補助金交付要綱

放課後児童健全育成事業費補助 47,316 こども未来課
市町が実施する特別支援学校の放課
後児童クラブ事業に対し補助を行い、
放課後児童の健全育成を図る。

特別支援学校の放課後児童クラブの
運営に要する経費（飲食物費を除く）

市町 1/2
要綱に定める基準額を基
に算出した額の1/2

○

佐賀県市町次世代育成支援事業費補
助金交付要綱

保育対策等促進事業費補助 1,680 こども未来課
地域の実情に応じた子育て支援策を推
進し、安心してこどもを生み育てる環境
づくりを支援する。

以下の事業に必要な経費
（１）地域子ども遊ばせ、親子交流さ
せ、子育て相談事業
（２）地域子育て相互支援事業
　①子育て相互支援事業
　②子育てヘルパー派遣事業
　③地域子育て相互支援広域化事業

市町 1/2

以下の区分により基準額
の1/2が補助限度額
基準額
（１）1事業所につき月128
時間以上開設 2,260千
円、月64時間以上開設
1,130千円、月32時間以上
開設 519千円
（２）①②あわせて1,600千
円③600千円

○
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運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

佐賀県特別支援保育事業補助金交付
要綱

特別支援保育事業費補助 453 こども未来課
施設を問わず、障害児が適切な保育を
受けることができる環境づくりを支援す
る。

認可外保育施設における障害児保育
のための人件費及び保育材料費

市町
認可外保育施設
（佐賀県認証保育
施設）

1/2

以下の区分により基準額
の1/2が補助限度額
基準額①特別児童扶養
手当の支給対象児を受け
入れ 月額　74,140円/人
②上記以外の障害児を受
け入れ 月額　37,820円/
人

○

佐賀県子ども・子育て支援事業費補助
金交付要綱

地域子ども・子育て支援事業費補助
地域子ども・子育て支援事業費補助（重層
事業）

1,609,346 こども未来課

子ども・子育て支援法第５９条に規定す
る地域子ども・子育て支援事業に要す
る経費を補助することにより、子ども・
子育て支援の着実な推進を図る。

以下の事業に必要な経費
１．利用者支援事業
２．延長保育事業
３．実費徴収に係る補足給付を行う事
業
４．多様な事業者の参入促進・能力活
用事業
５．放課後児童健全育成事業
６．地域子育て支援拠点事業
７．一時預かり事業
８．病児保育事業
９．子育て援助活動支援事業（ファミ
リー・サポート・センター事業）

市町
市町が適当と認め
た者

1/3等 要綱に定める基準額 ○

認可外保育施設等健康・安全対策事
業補助金交付要綱

認可外保育施設等健康・安全対策事業費
補助

465 こども未来課

県内の認可外保育施設及び宗教法人
又は個人立の幼稚園の児童及び職員
の健康に係る処遇水準の確保・向上や
安全な保育環境を推進する。

児童・職員の健康診断費、傷害保険
費、安全対策設備整備費

市町
認可外保育施設等
（佐賀県認証保育
施設）

1/2

児童健康診断費3千円
職員健康診断費6.4千円
傷害保険費4千円
安全対策設備費100千円

○

佐賀県保育対策総合支援事業費補助
金交付要綱

保育対策等促進事業費補助 687,999 こども未来課

（１）認可外保育施設職員への衛生・安全
対策などの推進を図る。
（２）保育士の業務負担を軽減して保育士
の離職防止を図るため保育補助者の雇上
げに必要な費用の一部を補助する。
（３）保育士の負担軽減や保育士の就業継
続及び離職防止をはかるための保育支援
者の配置に要する費用の一部を補助す
る。
（４）保育所等において医療的ケア児の受
け入れを可能とするための体制を整備し、
医療的ケア児の地域生活支援の向上を図
るため、看護師等の配置等市町で必要と
なる費用の一部を補助する。
（５）休憩時間とは別に、物理的にこどもと
離れ、各種業務を行う時間（ノンコンタクト
タイム）を確保し、保育の振り返り等の業務
を行うスペースを設置するための改修に係
る費用の一部を補助する。
（６）　熱中症対策として冷房設備の設置等
をに係る費用の一部を補助する。
（７）新型コロナウィルス感染症等の対策の
ために必要となる改修等に係る費用の一
部を補助する。
（８）保育環境の向上等を図るため、老朽
化した備品や、フローリング貼・カーペット
敷等の設備の購入や更新及び改修等を行
う。

以下の事業に必要な経費
（１）認可外保育施設衛生・安全対策事
業
（２）保育補助者雇上強化事業
（３）保育体制強化事業
（４）医療的ケア児保育支援事業
（５）ノンコンタクトタイムスペース設置促
進事業
（６）熱中症対策事業
（７）感染症対策のための改修整備等
事業
（８）保育環境向上等事業

市町等
市町が適当と認め
た者

7/8等 要綱に定める基準額の
7/8等

○

7



運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

地域少子化対策重点推進交付金交付
要綱

地域少子化対策重点推進事業費補助 56,735 こども未来課
地域における少子化対策の強化を図る
ため市町に対し、補助を行う。

①地域少子化対策重点推進事業
諸謝金、報酬、給料、職員手当等、報
償費、旅費、需用費、役務費、委託料、
使用料及び賃借料、備品購入費、負担
金、補助金
②結婚新生活支援事業
婚姻に伴う住宅取得費用、住宅のリ
フォーム費用及び住宅賃借費用並びに
引越費用

市町
市町が適当と認め
た者

2/3

①1市町につき、10,000千
円
②1世帯当たりの交付額：
600千円または300千円

○

佐賀県保育所等給食費支援事業費補
助金

学校給食費等支援事業費補助（令和6年度
国補正）

266,162 こども未来課

物価が高騰する中、子育て世帯の負担
増を回避し、これまで通りの栄養バラン
スや量を保った給食の実施を確保す
る。

給食の提供に係る食材料費 市町
保育所、認定こども
園、地域型保育事
業所

1/2等

7,500円（※）×12月×園
児数×41％
※副食のみ提供する施設
については4,500円

〇

佐賀県子どもの医療費助成事業補助
金交付要綱

子どもの医療費助成事業費（政策） 822,744 こども家庭課
子どもの疾病の早期発見・早期治療を
促進し、疾病の重篤化を防ぎ、子どもを
持つ世帯の経済的負担の軽減を図る。

・就学前までの子どもの医療費
・上記医療費の審査支払事務費 市町 1/2 ○

佐賀県ひとり親家庭等医療費助成事業
費補助金交付要綱

ひとり親家庭等医療助成費（政策） 310,109 こども家庭課
ひとり親家庭等に対し医療費の自己負
担額を助成し生活の安定と福祉の向上
を図る。

母子家庭の母、父子家庭の父若しくは
その者が監護する児童、父母のない児
童に係る医療費の一部負担金

市町 1/2 ○

佐賀県小児慢性特定疾病児童等日常
生活用具給付事業費補助金交付要綱

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付
事業費（政策）

1,197 こども家庭課

他の福祉施策の対象とならない小児慢
性特定疾病児童等の日常生活を支援
し、患者やその家族の生活の質の向上
を図る。

特殊寝台等の日常生活用具（19品目） 市町
市　1/2
町　3/4

○

児童虐待防止市町支援事業費補助（政策） 23,666 こども家庭課

児童虐待防止に向けた事業（乳児家庭
全戸訪問事業、養育支援訪問事業、子
どもを守る地域ネットワーク機能強化事
業、子育て世帯訪問支援事業、親子関
係形成支援事業及び児童育成支援拠
点事業）を実施する市町に対し補助を
行うことによりその取組を支援する。

左記事業に必要な経費 市町  1/3
要綱に定める基準額の
1/3

○

子育て短期支援事業費補助（政策） 15,123 こども家庭課

保護者の疾病その他の理由により家庭
において児童を養育することが一時的
に困難となった場合等に、児童養護施
設等において一定期間、養育・保護を
実施する市町に対し補助を行うことによ
り、これらの児童及びその家庭の福祉
の向上を図る。

左記事業に必要な経費 市町  1/3
要綱に定める基準額の
1/3

○

利用者支援事業（こども家庭センター型）費
補助
利用者支援事業（こども家庭センター型）費
補助（重層事業）

38,881
22,305

こども家庭課
母子保健分野・児童福祉分野を一体的
に支援するこども家庭センターの運営
費の一部を補助する

左記事業に必要な経費 市町  1/6
要綱に定める基準額の
1/6

○

産後ケア事業費補助 16,632 こども家庭課
退院直後の母子に対して心身のケアや
育児のサポート等きめ細かい支援を実
施する市町に対し補助を行う。

左記事業に必要な経費 市町  1/4
要綱に定める基準額の
1/4

○

佐賀県子ども・子育て支援事業費補助
金交付要綱
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運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事
業型）費補助

15,302 こども家庭課

妊産婦に対する市町による伴走型の相
談支援の充実を図り、全ての妊産婦・
子育て家庭が安心して出産・子育てで
きる環境を整備する。

左記事業に必要な経費 市町  1/4
要綱に定める基準額の
1/4

○

佐賀県身元保証人確保対策事業費補
助金交付要綱

児童養護施設等入所児童自立支援事業費 52 こども家庭課

母子生活支援施設を退所する女性が
就職又は住居を賃貸する際に、施設長
等が損害保険に加入する費用を負担
する市町に補助することにより、身元保
証人を確保し、社会的自立の促進を図
る。

左記事業に必要な役務費（保険料） 市町  3/4
要綱に定める基準額の
3/4

○

佐賀県妊婦に対する交通費及び宿泊
費支援事業費補助金交付要綱（仮称）

妊娠・出産包括支援推進事業費 156 こども家庭課

居住地にかかわらず、適切な医療や保
健サービス等が受けられるよう、遠方
の分娩取扱施設等までの移動にかか
る交通費等の助成を行い、妊産婦等の
経済的負担の軽減を図る。

左記事業に必要な経費 市町  3/4
要綱に定める基準額の
3/4

○

佐賀県妊婦のための支援給付事業費
補助金交付要綱（仮称）

利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事
業型）費補助

5,561 こども家庭課

子ども・子育て支援法の妊婦のための
支援給付を実施するために必要な体制
整備を行い、円滑な給付や運用の効率
化を図る。

左記事業に必要な経費 市町  1/4
要綱に定める基準額の
1/4

○

佐賀県地域商業活性化支援事業費補
助金交付要綱

地域商業活性化支援事業費補助 10,700 産業政策課

地域商業の魅力を創造し活性化を図る
ソフト事業や日常の買い物に不便を感
じる高齢者等のいわゆる「買い物弱者」
に対し、円滑な商品購入機会を確保す
ることを目的として実施する事業などに
対し、市町を通じて支援を行うことで、
地域商業の活性化を図る。

〔新規出店者誘致事業〕
備品購入費
〔チャレンジショップ設置事業〕
賃借料（建物、設備）、専門家謝金、専
門家旅費、会場借上費、会場設営費、
消耗品費、雑役務費、通信運搬費、広
告宣伝費、機器使用料、印刷費、委託
費、設備工事費、その他（事業の遂行
上、特に認められるもの）
〔コミュニティ施設等設置事業〕
賃借料（建物、設備）、専門家謝金、専
門家旅費、会場借上費、会場設営費、
消耗品費、雑役務費、通信運搬費、広
告宣伝費、機器使用料、印刷費、委託
費、その他（事業の遂行上、特に認め
られるもの）
〔地域商業魅力創造事業〕
専門家謝金、専門家旅費、会場借上
費、消耗品費、雑役務費、通信運搬
費、広告宣伝費、機器使用料、印刷
費、委託費、その他（事業の遂行上、特
に認められるもの）
〔買い物弱者対策事業〕
委託費、設備工事費、備品費、機器使
用料、車両購入費・改造費、会場借上
費、専門家謝金、専門家旅費、消耗品
費、雑役務費、通信運搬費、広告宣伝
費、印刷費、その他（事業の遂行上、特
に認められるもの）

市町

市町、商業者グ
ループ、商工会議
所・商工会、まちづ
くり団体、商店街組
合等

1/2以内

〔新規出店者誘致事業〕
500千円/店舗
〔チャレンジショップ設置事
業〕
500千円/施設
〔コミュニティ施設等設置
事業〕
1,000千円/施設
〔地域商業魅力創造事
業〕
1,000千円/事業
〔買い物弱者対策事業〕
1,000千円/事業

○

佐賀県伊万里市第４工業用水道整備
事業費補助金交付要綱

伊万里市工業用水道整備事業費補助金 333,548 企業立地課

伊万里市に立地する企業の大規模な
事業拡張を実現し、本県西部地域にお
いて大規模な雇用の確保と地域経済
の活性化を図る

伊万里市が伊万里市第４工業用水道
整備事業を行うために発行した地方債
の元利償還額

伊万里市 1/2以内 ○
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運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

さが創生オフィススペース創出事業費
補助金交付要綱

さが創生企業誘致環境整備事業費
（オフィススペース（空床補償））

6,573 企業立地課
オフィススペース創出の取組を支援し、
事務系企業の誘致を促進する。

①拠点オフィス創出事業
　オフィススペースの空室により市町が
負担することとなる賃貸料相当額

②既設物件オフィス創出事業
　オフィススペースの空室により市町が
負担することとなる賃貸料相当額（市町
の所有物件である場合を除く。）

③既設物件改修事業
　誘致活動にあたり必要とするオフィス
環境整備のため市町が行う既設物件
オフィスの改修に要する経費

市町 1/2以内

２，２５０万円（ただし、オ
フィススペースが５０坪以
下は７５０万円を限度と
し、５０坪を超える部分に
つき１坪あたり１５万円を
加算した額とする。）
なお、既設物件を賃借し
改修する場合の改修期間
中に生じる賃借料につい
ては、補助金交付限度額
の対象外とする。

○

佐賀県中山間地域等直接支払交付金
等交付要綱

中山間地域等直接支払費 828,460 農山村課

中山間地域等の農業生産条件の不利
を補正することにより、農業生産活動を
将来に向けて維持する活動を支援す
る。

市町が集落などに対し、中山間地域等
直接支払交付金を交付するのに要する
経費（本体交付金）および市町の事務
推進費（推進交付金）

市町
集落協定（本体交
付金　10/10）

補助率
3/4等

なし ○

みんなの中山間チャレンジ応援事業費
補助金交付要綱

みんなの中山間チャレンジ事業費 625 農山村課

市町がチャレンジ中山間に対して支援
を行うために必要となる経費や、市町
が主体的に行う中山間地域振興の取
組を支援し、チャレンジ中山間の創出
や取組の発展を図る。

市町がチャレンジ中山間に対して支援
を行うために必要となる、使用料、謝
金、旅費、役務費、賃金・社会保険料、
消耗品費等

市町 1/2 500千円 ○

佐賀県多面的機能支払補助金交付要
綱

多面的機能支払費 2,343,688 農山村課

農業者等が行う農地・農業用施設の維
持保全や農村環境の保全などの地域
活動を支援し、多面的機能の発揮を促
進する。

地域活動を支援するために必要な経費 市町
活動組織・広域活
動組織

3/4以内 ○

佐賀県指定棚田地域保全活動支援事
業補助金交付要綱

さが農村のよさ発掘・醸成事業費 9,833 農山村課
棚田の持つ多面的機能の継続的な発
揮のため、棚田保全活動を行う地域住
民組織等へ活動費を助成する。

棚田保全活動に要する経費 市町 地域住民組織
(１)2/3
(2)定額

(1)800千円
(2)500千円

○

佐賀県団体営農地防災事業補助金交
付要綱

農村地域防災減災対策事業費（農山村課） 33,000 農山村課

農用地及び農業用施設の災害を未然
に防止し、農業生産の維持及び農業経
営の安定を図り、併せて国土の保全に
資する。

農地防災対策のための防災重点農業
用ため池の詳細調査等に必要な経費

市町 定額等 ○

佐賀県団体営農地防災事業補助金交
付要綱

農地防災事業交付金事業費（長寿命化防
災事業）（農山村課）

5,600 農山村課

農用地及び農業用施設の災害を未然
に防止し、農業生産の維持及び農業経
営の安定を図り、併せて国土の保全に
資する。

防災重点農業用ため池に係るハザード
マップの作成に必要な経費

市町 定額 ○

佐賀県団体営農業農村整備事業関係
補助金交付要綱

基幹水利施設管理事業費 124,802 農山村課

国営事業で造成された大規模で公共
性の高い基幹水利施設のうち市町村
が管理するものについて、その管理費
用を助成する。

基幹水利施設の整備費、電気料等、適
正な管理に必要な経費

市町 6/10等 ○

佐賀県団体営農業農村整備事業関係
補助金交付要綱

水利施設管理強化事業費（一般型） 41,828 農山村課

農業水利施設の公的な役割に応じた
管理費への支援を恒久的に行い、施設
の有する多面的機能を適正に発揮させ
る。

土地改良区が管理する国営及び国営
附帯県営造成施設の維持管理に必要
な経費

市町 土地改良区 7/10 ○

佐賀県農業経営基盤強化資金利子助
成補助金交付要綱

農業経営基盤強化資金利子補給
（既往分）

194 生産者支援課

農業経営改善計画の認定を受けた農
業者が、その計画達成に必要な長期資
金を借り入れた場合に金利負担の軽減
を図る。

市町の利子助成に要する経費 市町 農業者 1/2以内 ○
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運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

佐賀県農業災害等対策特別資金利子
補給等補助金交付要綱

農業災害等対策特別資金利子補給 37 生産者支援課
自然災害等により被害を受けた農業者
等に低利の資金を迅速に融資し、農業
経営の再建を図る。

市町の利子助成に要する経費 市町
融資機関又は農業
者等

1/2以内 ○

佐賀県林業災害等対策特別資金利子
補給等補助金交付要綱

林業災害等対策特別資金利子補給 20 生産者支援課
自然災害により被害を受けた林業者等
に低利の資金を迅速に融資し、林業経
営の再建を図る。

市町の利子助成に要する経費 市町
融資機関又は林業
者等

1/2以内 ○

佐賀県漁業被害対策特別資金（令和４
年度漁業被害対策）利子補給補助交
付要綱

漁業被害対策特別資金利子補給（既往分） 647 生産者支援課

令和４年度のノリ不作により被害を受
けた漁業者が借り入れた特別資金に利
子補給措置を講じ、漁業経営の安定を
図る。

市町の利子助成に要する経費 市町
融資機関又は漁業
者等

1/2以内 ○

佐賀県漁業災害等対策特別資金利子
補給等補助金交付要綱

漁業災害等対策特別資金利子補給 28 生産者支援課
自然災害により被害を受けた漁業者等
に低利の資金を迅速に融資し、漁業経
営の再建を図る。

市町の利子助成に要する経費 市町
融資機関又は漁業
者等

1/2以内 ○

農の担い手確保・育成推進事業費補助
金交付要綱

園芸888担い手確保・育成推進事業費 2,093 農業経営課
産地が取り組む新規就農者の確保・育
成に要する経費に対する補助を行う。

市町や農協、生産部会が構成する団
体又は市町、農協、生産部会が担い手
の育成に向け、地域における新規就農
者の支援体制を整備し、就農希望者の
募集から研修、就農後のフォローアップ
活動やコーディネーターの設置等に要
する経費

市町、生産部
会等

市町、農協、生産
部会等

1/2以内

（１）事業実施主体が市
町、農業協同組合の場合
・会議の開催：20万円
・就農希望者の募集：30
万円
・トレーナーの設置：1万円
/月/人　※1人まで。
（２）事業実施主体が協議
会の場合
・会議の開催：20万円
・就農希望者の募集：50
万円
・トレーナーの設置：1万円
/月/人　※３人まで。
・コーディネーターの設
置：120万円/年/人　※1
人まで

○

佐賀県農業次世代人材投資事業費補
助金交付要綱

農業次世代人材投資事業費 10,205 農業経営課

経営開始直後の新規就農者に対し、市
町が農業次世代人材投資資金〔経営
開始型〕を交付することにより、新規就
農者の経営の安定を図る。

経営開始直後の新規就農者の経営確
立に要する経費

市町 新規就農者 10/10以内

【令和2年度までの採択
者】
交付期間１年につき１人
あたり1,500千円、夫婦の
場合は、2,250千円／組。
経営開始2年目以降は、
前年の所得に応じて交付
金額が算定。
【令和3年度採択者】
経営開始1～3年目は
1,500千円/年、4～5年目
は1,200千円/年。

○

11



運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

佐賀県新規就農者経営発展支援事業
費補助金交付要綱

新規就農者経営発展支援事業費 96,002 農業経営課

農業への人材の一層の呼び込みと定
着を図るため、経営発展を図る新規就
農者に対し、機械・設備投資等を支援
する。

機械・設備の導入、家畜導入、果樹・茶
の新植・改植、リース料の支援

市町 新規就農者
国1/2、
県1/4

補助対象事業費上限
1,000万円
※１ 経営開始資金の交
付対象者は同500万円
※２ 夫婦で共同経営する
場合は同1,500万円（経営
開始資金の交付対象者
の場合は同750万円）
※３ 複数の青年就農者
が法人を設立し、共同経
営する場合は次のいずれ
か低い額
　①2,000万円、②経営開
始資金の交付対象者は
500万円、対象でない者は
1,000万円（夫婦を含む場
合は当該夫婦について※
２の額）として合算した額

○

佐賀県経営開始資金交付要綱 就農準備資金・経営開始資金事業費 136,759 農業経営課
経営開始直後の新規就農者に対し、市
町が経営開始資金を交付することによ
り、新規就農者の経営の安定を図る。

経営開始直後の新規就農者の経営確
立に要する経費

市町 新規就農者 10/10以内
　交付期間１月につき１人
あたり13.75万円（１年につ
き165万円）

○

60,089 農業経営課
県内の農業委員会の活動を促進し、農
地利用の最適化を図る。

農業委員会法に基づき各市町農業委
員会が実施する事務に対する経費

市町農業委員
会

10/10以内 ○

62,985 農業経営課
県内の農業委員会の活動を促進し、農
地利用の最適化を図る。

農業委員、農地利用最適化推進委員
が実施する農地利用の最適化のため
の活動経費

市町農業委員
会

10/10以内 ○

17,989 農業経営課
県内の農業委員会の活動を促進し、農
地利用の最適化を図る。

各市町農業委員会等が農地法等に基
づく事務を適正に実施するために必要
な経費であり、農地中間管理機構へ農
地を集積実行するために必要な経費

市町農業委員
会

10/10以内 ○

佐賀県集落営農活性化プロジェクト促
進事業費補助金交付要綱 農業経営基盤強化促進対策事業費

①0
②1,000

農業経営課

集落営農ビジョンの実現に向けた人材
の確保、収益力向上に向けた取組、組
織体制の強化、効率的な生産体制の
確立などの取り組みを総合的に支援す
る。

①サポート事業
　市町が集落営農の目指す農業の姿と
具体的な戦略の検討、集落内又は近
隣集落等の合意異形成等について支
援する際に要する市町活動経費を補助
②助成事業
・ビジョン策定経費を補助
・ビジョン実現に向けた取組経費を補助
　雇用費、法人化経費、共同利用機械
導入費、高収益作物試験栽培や加工
試作、販路拡大経費等の費用を補助

市町
①市町
②集落営農組織

10/10以内 ○

佐賀県農地集約加速化事業費補助金
交付要綱（仮称）

園芸888農地集約加速化実証事業費
①16,000
②1,700

農業経営課

担い手ごとの耕作エリアを定めた「農地
集約イメージマップ（集約マップ）」の策
定を支援するとともに、同マップに基づ
き農地を集約した出し手に協力金を交
付し、農地集約を推進する。

①集約マップに基づいた権利移動が行
われた場合に、農地の出し手に対する
協力金を市町が補助する場合における
当該補助に要する経費
②集約マップ策定に係る事務経費

市町
①農地の出し手
②市町

①50,000円
/10a
②10/10以
内

①1交付対象者あたり500
千円
②1,000千円

〇

佐賀県農業委員会交付金等交付要綱 農業委員会等活動促進費
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運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

有機農業等環境保全向上対策事業費
（環境保全型農業直接支払交付金）

14,058 農業経営課
環境負荷の大幅な低減を推進し、環境
保全型農業の取組拡大を図る。

地球温暖化防止等に効果が高い営農
活動に対し、環境保全型農業直接支払
交付金を交付するのに要する経費

市町 農業者団体等 3/4以内 ○

有機農業等環境保全向上対策事業費
（環境保全型農業直接支払推進費）

544 農業経営課
環境負荷の大幅な低減を推進し、環境
保全型農業の取組拡大を図る。

確認事務、その他推進事業の実施に
必要な経費

市町 定額 ○

佐賀県経営所得安定対策等推進事業
費補助金交付要綱

米・麦・大豆競争力強化対策推進費 133,611 園芸農産課

市町及び農業再生協議会が経営所得
安定対策及び水田活用の直接支払交
付金の実施に要する経費を補助し、こ
れら事業の円滑な推進を図る。

農業再生協議会が経営所得安定対策
及び水田活用の直接支払交付金の実
施に要する、謝金、旅費、事務等経費
等

市町、県農業
再生協議会

市町、県農業再生
協議会、地域農業
再生協議会

10/10以内 ○

うれしの茶需要拡大対策事業費補助金
交付要綱

うれしの茶需要拡大対策事業費 800 園芸農産課

県内外の消費者を対象にした試飲会
や小中学校への「お茶の淹れ方教室」
の実施等を支援し、「うれしの茶」の認
知度向上や愛飲家の確保を通じた「う
れしの茶」のブランド確立を図る。

県内外でのうれしの茶の試飲会、お茶
の淹れ方教室等に要する経費

嬉野市
佐賀県農業協同組
合

1/2以内 800千円 ○

園芸団地用水等確保支援事業 園芸888総合対策事業費（投資） 2,000 園芸農産課
園芸団地整備に必要な用水等の確保
の取組に対し支援することで、園芸団
地のより一層の整備推進を図る。

園芸団地の整備に先がけて行う用水
の水質や土壌の調査、井戸の試掘に
要する経費。

市町 市町 1/2以内
１事業主体につき1,000千
円

○

佐賀県死亡獣畜処理対策事業費補助
金交付要綱

死亡獣畜処理対策費補助 10,550 畜産課

県内に死亡獣畜取扱場がないため、畜
産農家等が県外の死亡獣畜取扱場ま
で死亡獣畜を搬送するための経費に対
する補助を行う。

死亡獣畜の搬送に対する経費 市町 畜産農家等 1/3以内 5千円／件 ○

佐賀県国有農地等管理処分事業事務
取扱交付金交付要綱

農地調整管理費 26 農地整備課
自作農創設のため国が買収した農地
等を維持管理し、また売払等を行う。

農地法に基づき売渡等が行われた農
地等の対価徴収事務、及び国有農地・
開拓財産等の維持管理事務に必要な
経費

市町 10/10 ○

佐賀県団体営農業農村整備事業関係
補助金交付要綱

農地等再編加速化事業費 30,000 農地整備課

農業従事者の減少や高齢化による担
い手不足や耕作放棄地の拡大に伴
い、地域で考える再編計画の実現に向
けた取組を更に加速させ、将来の農業
経営や施設管理の安定化を図る。

地域の土地利用構想の策定に係る経
費、農用地を保全するための実証に関
する取組に係る経費、粗放的利用な農
地利用に係る経費

市町 10/10 ○

佐賀県団体営農業農村整備事業関係
補助金交付要綱

基幹水利施設管理事業費（農地整備課） 286,736 農地整備課

国営事業で造成された大規模で公共
性の高い基幹水利施設のうち市町村
が管理するものについて、その管理費
用を助成する。

基幹水利施設の整備費、電気料等、適
正な管理に必要な経費

市町 6/10等 ○

佐賀県団体営農業農村整備事業関係
補助金交付要綱

水利施設管理強化事業費（一般型）（農地
整備課）

27,510 農地整備課

農業水利施設の公的な役割に応じた
管理費への支援を恒久的に行い、施設
の有する多面的機能を適正に発揮させ
る。

土地改良区が管理する国営及び国営
附帯県営造成施設の維持管理に必要
な経費

市町 土地改良区 7/10 ○

佐賀県地域林政アドバイザー等設置支
援事業補助金交付要綱

地域林政アドバイザー設置事業費 5,906 林業課

市町・地域による地域林政アドバイ
ザー等の雇用等を支援することで、各
市町・地域の主体性を尊重した実行体
制が確立を促進し、森林整備の加速、
森林の有する多面的機能の維持・増進
を図る。

各市町・地域において、森林・林業に関
する専門知識・経験を有する者を雇用・
委託する際の経費

市町、地域協
議会

1/2以内 ○

佐賀県環境保全型農業直接支払交付
金交付要綱
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運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

佐賀県ふるさと木材利用拡大推進事業
費補助金交付要綱

ふるさと木材利用拡大推進事業費 3,347 林業課

県内で生産された木材を住宅、家具、
木製品等へ更なる利用を促進していく
ため、身の回りのものを木に変える、暮
らしに取り入れるウッドチェンジを広く県
民に普及啓発するためのイベントであ
る「木育キャラバン」を開催し、県産木
材の利用拡大を図る。

市町が木育推進を図るためのイベント
である「木育キャラバン」を開催する際
の経費

市町 1/2以内 1,500千円 ○

佐賀県ふるさとの森林づくり事業補助
金交付要綱

さがの森林再生事業費 3,552 森林整備課

重要な森林のうち荒廃した森林等につ
いて、市町による公有化及び公的管理
を進め、適切な森林管理を図ることに
より、森林の公益的機能の維持増進を
図る。

市町が公益上の観点から、公的な管理
を行う必要がある森林の取得又は公的
管理に必要な経費

市町 10/10等 ○

佐賀県緑の景観づくり事業補助金交付
要綱

緑の景観づくり事業費 11,052 森林整備課

うるおいと安らぎのあるあ緑化（樹木）
の空間を創出するとともに、景観に配
慮した緑のおもてなしを進めることによ
り、緑化の推進を図る。

樹木の植栽や植替え、樹種転換、樹木
の維持管理等に必要な経費

市町、その他 1/2等 ○

佐賀県環境・生態系保全対策事業補
助金交付要綱

環境・生態系保全活動支援事業費 1,467 水産課

漁業者等が行う水産業・漁村の多面的
機能の発揮に資する活動を支援し、環
境生態系の維持・回復や安心して活動
できる海域の確保等を図る。

環境・生態系保全活動支援事業に必要
な経費

市町
定額
（1,467千
円）

○

佐賀県離島再生支援事業費補助金交
付要綱

離島漁業再生支援事業費補助 19,390 水産課
離島の漁業再生のため、市への補助
により離島の漁業者の自主的な取組を
支援する。

離島における漁場の生産力の向上など
漁業の再生に共同で取り組む漁業集
落での活動に必要な経費

市町 漁業者等 3/4以内 ○

佐賀県土地利用規制等対策費交付金
交付要綱

土地利用対策調整費 1,379 土地利活用課 国土利用計画法の適切な運用を図る。
土地取引の届出に係る事務に要する
経費

市町 定額 ○

佐賀県地籍調査費負担金等交付要綱 地籍調査事業費 74,700 土地利活用課
土地の高度利用に資すると共に地籍の
明確化を図る。

地籍調査事業に要する経費 市町 3/4 ○

佐賀県有田工業高校県外募集生徒支
援事業費補助金交付要綱

SAGAハイスクールプロモーション事業費
（生徒支援・特定政策）

1,728 教育振興課

有田町が主体となり、町内に居住する
県外から進学する生徒に対し、住居費
や食費等の生活費について経済面で
の支援を行うことで全国からの募集を
促進する。

住居費、食費等 有田町 10/10 月額9千円／1人 ○

佐賀県帰国・外国人児童生徒等教育
の推進支援事業補助金交付要綱

帰国・外国人児童生徒教育の推進支援事
業費

2,000 教育振興課

県内の帰国・外国人児童生徒等が目
標をもち安心して学校生活が営めるよ
う、日本語指導の工夫改善と学校生活
適応のための支援体制の構築を図る。

諸謝金、報酬、人件費、職員手当等、
旅費、交通費、消耗品費、印刷製本
費、通信運搬費、借料及び損料、会議
費、保険料、雑役務費、委託費、補助
金

市町 2/3以内 1,000千円 ○

佐賀県教員業務支援員配置事業費補
助金交付要綱

教員業務支援員配置事業費補助 48,486 教職員課
教員が本来の職務に集中できるような
環境を整備するため、教員業務支援員
の配置を行う市町に対して支援を行う。

教員業務支援員配置に要する経費のう
ち、報酬（社会保険料（本人負担分に
限る）を含む）、期末手当・勤勉手当（会
計年度任用職員に支給するものに限
る）、委託費

市町 3/5以内 ○
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運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

放課後等補充学習支援事業費補助金
交付要綱

放課後等補充学習支援事業費 12,810 学校教育課

普段の授業による指導だけでは、学習
内容の定着が十分に図れていない生
徒の基礎学力の定着、学習への意欲
づけ、学習習慣の確立を図るため、放
課後等において、外部人材を活用した
補充学習を実施する。

事業実施に必要な報酬、報償費、期
末・勤勉手当、交通費・旅費

市町 3/5以内 210千円／１校以内 ○

佐賀県スクールカウンセラー配置事業
補助金交付要綱

スクールカウンセラー等配置事業費 21,595 学校教育課

小学校における教育相談事業の充実
を図るため、佐賀県スクールカウンセ
ラー配置事業を行う市町に対して、助
成を行う。

報酬、交通費 市町 1/3 ○

校内教育支援センター(SSR)における
学校生活支援事業費補助金交付要綱

不登校対策総合推進事業費（特定政策推
進費）
不登校対策総合推進事業費（政策推進費）

36,390 学校教育課

小・中学校に校内教育支援センター
（SSR）を設置し学校生活支援員を配置
する市町に対する人件費の補助を行
う。

学校生活支援員配置に要する経費（報
酬、期末手当、通勤費、社会保険料）

市町 1/3

新規校：1校につき1,540
千円を上限
継続校：1校につき670千
円を上限

○

市町人権教育総合推進事業費補助金
交付要綱

人権教育促進事業費 300 学校教育課
市町が住民を対象に実施する人権教
育に要する経費に対する補助を行う。

事業に必要な報償費、旅費、需用費、
役務費

市町 1/2 １市町当たり60千円以内 ○

佐賀県人権・同和教育振興費(市町村
社会人権・同和教育活動事業、市町村
人権・同和教育集会所運営事業）補助
金交付要綱

人権・同和教育活動費補助 27,829 学校教育課

市町が人権・同和問題の早期解決を図
るための活動への補助と、人権・同和
教育集会所の円滑な運営を図るため
の運営費の補助を行う。

社会人権・同和教育活動事業に必要な
報酬、旅費、需用費等・人権・同和教育
集会所活動事業に必要な需用費、役
務費、委託料等

市町 1/2

指導員報酬１人1,500千
円、指導員旅費１人300千
円等各活動内容で限度額
を設定

○

佐賀県原子力・エネルギー教育支援事
業補助金交付要綱

原子力・エネルギーに関する教育支援事業
費

342 学校教育課
市町が小・中学校で行う原子力やエネ
ルギーに関する学習や教職員の研修
に要する経費に対する補助を行う。

施設見学会費、副教材の作成・購入
費、指導方法の工夫改善のための検
討費、教員の研修費、講演会・研修会
への講師派遣費

市町 全額

小中学校１学校100千円
以内、ただし、施設見学事
業については、１学級あた
り100千円以内

○

佐賀県不登校対応コーディネーター配
置事業費補助金交付要綱

不登校対策総合推進事業費（特定政策推
進費）

2,160 学校教育課

市町教育委員会又は市町教育支援セ
ンターに不登校対応コーディネーターを
配置する市町に対する経費の補助を行
う。

不登校対応コーディネーターを雇用し、
配置する経費（報酬のみ）

市町 1/2
１市町につき432千円を上
限

〇

文化部活動指導員活用事業費 2,472 学校教育課

部活動顧問教員等の多忙化解消と生
徒のニーズに応じた質の高い指導機会
の確保に向けた３年間の研究成果を基
に、部活動指導員の効率的な活用によ
る働き方改革の推進と、SSＰ構想が掲
げる「スポーツ文化の裾野の拡大」及
び、SAGA部活の充実を図る。

市町が主体となり、県内市町立中学校
が部活動指導員活用事業を実施する
ために要する報酬及び交通費

市町 2/3
１人当たりの補助金額は
報酬は２２４千円、交通費
は２３千円を上限とする。

○

部活動指導員活用事業費 13,348 保健体育課

　部活動顧問教員等の多忙化解消と生
徒のニーズに応じた質の高い指導機会
の確保に向けた３年間の研究成果を基
に、部活動指導員の効率的な活用によ
る働き方改革の推進と、SSＰ構想が掲
げる「スポーツ文化の裾野の拡大」及
び、SAGA部活の充実を図る。

市町が主体となり、県内市町立中学校
が部活動指導員活用事業を実施する
ために要する報酬及び交通費

市町 2/3
１人当たりの補助金額は
報酬は２２４千円、交通費
は２３千円を上限とする。

○

部活動指導員活用事業費補助金交付
要綱
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運営費、人件費等（いわゆるソフト事業）用補助金（市町向け）

補助事業者 最終補助事業者
国庫等
含む

県単独

財源

担当課
予算額

（単位：千円）
県から補助事業者への補
助限度額

県から補助
事業者へ
の補助率

補助目的県の補助金交付要綱名 細事項名

補助金交付先

補助対象経費

未定
SAGA BUKATSU PROJECT 推進事業費
(支援)

17,231 保健体育課

　運動部活動において地域連携・地域
展開を積極的に推進する市町を支援す
ることにより、生徒・教員双方にとって
望ましく持続可能な部活動の体制
「SAGA BUKATSU PROJECT」を推進
する。

〇休日の地域クラブ活動の活動費等
の支援
　休日の地域クラブ活動の実施に要す
る経費（人件費、諸謝金、旅費、通信運
搬費、印刷製本費、会議費、備品費、
消耗品費、借料及び損料、保険料、雑
役務費、委託費、補助金）

〇経済的困窮世帯の生徒への参加費
等の支援
　経済的困窮世帯の生徒に係る地域ク
ラブ活動の参加費及び保険料

市町

〇休日の
地域クラブ
活動の活
動費等の
支援
2/3
〇経済的
困窮世帯
の生徒へ
の参加費
等の支援
１/2

〇休日の地域クラブ活動
の活動費等の支援
8,598千円

〇経済的困窮世帯の生
徒への参加費等の支援
35千円

〇

未定
SAGA BUKATSU PROJECT 推進事業費
（７補）

18,466 保健体育課

　運動部活動において地域連携・地域
展開を積極的に推進する市町を支援す
ることにより、生徒・教員双方にとって
望ましく持続可能な部活動の体制
「SAGA BUKATSU PROJECT」を推進
する。

〇地方公共団体の体制整備等
　地方公共団体の体制整備等の実施
に要する経費（人件費、諸謝金、旅費、
通信運搬費、印刷製本費、会議費、備
品費、消耗品費、借料及び損料、雑役
務費、委託費、補助金（都道府県が市
区町村に対して補助するものに限る））

〇平日も含めた地域展開等の加速化
のための重点課題への対応
　平日も含めた地域展開等の加速化の
ための重点課題への対応に要する経
費（人件費、諸謝金、旅費、通信運搬
費、印刷製本費、会議費、備品費、消
耗品費、借料及び損料、保険料、雑役
務費、委託費、補助金）

市町

〇地方公
共団体の
体制整備
等
2/3
〇平日も含
めた地域展
開等の加
速化のため
の重点課
題への対
応
10/10

〇地方公共団体の体制
整備等
5,466千円

〇平日も含めた地域展開
等の加速化のための重点
課題への対応
7,534千円

〇
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